
令和８年度広報よこはま泉区版 「あやめ通信」掲載基準 

紙面の都合上、掲載できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

１ 掲載基準 
(1)  掲載団体基準 

ア いずみ区民活動支援センターの人財バンクに登録して１年以上経過している団体または個人 

イ 区役所に窓口となる課がある団体 

 

(2)  掲載月基準 

ア 事前申込が必要でない場合 

→ 開催日が、掲載月の 11 日から翌月 10 日までの事業・催し 

イ 事前申込が必要な場合 

→ 「先着」または「抽選」により異なります。 

・「先着」⇒ 受付開始日が「掲載月の 11 日から翌月 10 日まで」の講座・イベント   

※はがき・郵送での先着受付は掲載できません。 

・「抽選」⇒ 締切日が「掲載月の 15 日から翌月 14 日まで」の講座・イベント 

(3) 掲載できる内容 

ア 政治的色合いまたは宗教的色合いの濃いものでないこと。 

イ 会員募集または営利を目的とする事業でないこと（それに類する事業を含む）。 

ウ 原稿提出日までに掲載内容が確定しているもの。 

エ 同一内容で１年以内に掲載がないこと。 

オ 対象者が極めて限定されたものでないこと。 

カ 全市域を対象としたものでないこと。 

キ 内容、日時、会場、対象、費用等が明確で読者に混乱を与える恐れのないこと。 

ク 泉区役所ウェブページに掲載してもよいもの。 

ケ 他媒体（地元タウン紙・ケーブルテレビ）に情報を提供してもよいもの。 

 

２ 依頼方法 
掲載希望の締め切りまでに「広報よこはま泉区版掲載依頼票」を作成し、Ｅメールまたは区役所１階１０１窓口広

報相談係に提出してください。  

原稿（掲載依頼票）を受領後、３営業日以内に広報よこはま担当から受領済みメールをお送りします。受領済み

メールが届かない場合は、広報よこはま担当（800-2335）へ確認をお願いします。 

 

   提出期日 

 
 
 
 
 
３ 校正 

受領済みメールで、校正確認のスケジュールをお送りしますので、確認できるようにご調整をお願いします。 

掲載内容に訂正がない場合も、広報よこはま担当へご連絡をお願いします。 

掲載内容の確認がとれない場合は掲載できませんので、お含みおきください。 

 

４ その他 
（１） 掲載内容については、問合せ先で答えられるようにご調整をお願いします。 

（２） 苦情が寄せられた場合、今後、掲載をお断りする場合がありますのでご注意ください。  

（３） 掲載内容の最終責任は掲載団体に帰します。商標登録のある言葉を用いる場合や、著作権の有無は確認の 

うえ、ご依頼ください。 

 

５ 問合せ・提出先 
  

2026 年５月号 3/17(火) 2026 年９月号 7/15(水) 2027 年 1 月号 11/13(金) 

2026 年６月号 4/10(金) 2026 年 10 月号 8/18(火) 2027 年 2 月号 12/10(木) 

2026 年７月号 5/18(月) 2026 年 11 月号 9/10(木) 2027 年 3 月号 1/14(木) 

2026 年８月号 6/16(火) 2026 年 12 月号 10/15(木) 2027 年 4 月号 2/15(月) 

泉区役所 広報相談係（１階１０１窓口） 

電 話：８００－２３３５ FAX：８００－２５０６ E メール：iz-koho@city.yokohama.lg.jp 


